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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，情報通信アク

セス協議会（ICAC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格

を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格

である。これによって，JIS X 8341-4:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 8341 規格群（高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービ

ス）は，次に示す部で構成する。 

JIS X 8341-1 第 1 部：共通指針 

JIS X 8341-2 第 2 部：パーソナルコンピュータ 

JIS X 8341-3 第 3 部：ウェブコンテンツ 

JIS X 8341-4 第 4 部：電気通信機器 

JIS X 8341-5 第 5 部：事務機器 

JIS X 8341-6 第 6 部：対話ソフトウェア 

JIS X 8341-7 第 7 部：アクセシビリティ設定 
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日本産業規格          JIS 
 X 8341-4：2025 
 

高齢者・障害者等配慮設計指針－ 

情報通信における機器，ソフトウェア及び 

サービス－第 4 部：電気通信機器 

Guidelines for older persons and persons with disabilities- 

Information and communications equipment, software and services- 

Part 4: Telecommunications equipment 

 
序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された ITU-T F.790 を基とし，日本国内の法規への対応のため，

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，附属書 JA～附属書 JD は，対応国際規格にはない事項である。また，側線又は点線

の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を

付けて，附属書 JE に示す。ただし，この規格は，図 JE.1 に示すとおり，対応国際規格の箇条構成を変更

しているが，箇条構成の変更に関する箇所に対しては，側線又は点線の下線は施していない。 

1 適用範囲 

この規格は，高齢者及び障害のある人々又は一時的な障害のある人々を含む可能な限り広範にわたる能

力の人々（以下，高齢者・障害者という。）のアクセシビリティを確保するために，あらゆる形態の電気通

信機器，ソフトウェア及び関連電気通信サービス（以下，電気通信機器・サービスという。）の標準化，企

画，開発，設計及び流通に関する一般指針を提供することを目的としている。 

ITU-T は，長年にわたり，特定の規格を作成する際，障害者のニーズに対応してきた。電気通信機器・

サービスのアクセシビリティを実現することは，人道的な側面だけでなく，経済的な側面からも道理にか

なっている。最も明白な理由は，潜在的顧客の拡大である。高齢者・障害者が製品及びサービスを利用で

きるようにする機能は，その他の人々にとっても製品及びサービスを便利で使いやすいものにすることが

多い。 

この規格の目的は，よりアクセシビリティの高い機器及びサービスを提供することを通じて，高齢者・

障害者のニーズを支援する ITU-T の取組の一部を構成することである。この規格が提供する情報は，高齢

者・障害者のニーズに対応した規格を作成する際に配慮すべき問題点を明確にするものである。これらの

規格を作成する過程において，高齢者・障害者などの広範にわたる利用者に積極的に参加してもらい，利

用者及びタスクの要件を明確に理解することが必要である。特に，余分な作成コストを削減又は除去する

ためには，規格の作成過程の後期でなく，早期からニーズに取り組むことが望ましい。 

また，アクセシビリティを実現する設計手法が全てを解決するとは限らないことに注意する必要がある。


